
最近の廃棄物行政について

令和５年１１月２９日

岐阜県環境生活部廃棄物対策課
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令和５年度法令講習会
（一社）岐阜県産業環境保全協会



デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する
  法律等の適用に係る解釈の明確化
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環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関

する法律等の適用に係る解釈の明確化等について（通知）」（令和５

年３月３１日付け環循適発第23033125号・環循規発第23033110号環

境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長及び廃棄物規

制課長通知）が発出され、排出事業者が行う廃棄物の処理が適正に

行われていることの確認方法として、デジタル技術を活用した確認も

可能であることが示された。
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法第３条第１項及び第12 条第７項において、排出事業者は、その事業活
動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければな
らず、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、処理の状況に
関する確認を行い、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行わ
れるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととされてい
る。
その処理の状況に関する確認にあたっては、
⚫処理を委託した産業廃棄物の保管状況や実際の処理工程等について
処理業者とコミュニケーションをとりながら確認を行う

⚫公開されている情報について不明な点や疑問点があった場合には処理
業者に回答を求める

など、法に基づき適正な処理がなされているかを実質的に確認することが
重要

排出事業者の処理状況の確認とは
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当該確認の方法については、廃棄物の処理が適正に行われ
ていることを実質的に確認することができると認められるので
あれば、実地に赴いて確認することに限られず、デジタル技術
を活用して確認することも可能である。デジタル技術を活用し
た確認の方法としては、例えば、電磁的記録による許可内容
や帳簿等の情報の確認、オンライン会議システム等を用いた
処理施設の稼働状況や周辺環境の確認、情報通信機器を使
用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取を行うことな
どが考えられる。（令和５年３月３１日付け環循適発第23033125号・環循規発第23033110号環境省通知）

これを踏まえ、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例（以下「適正
処理条例」という。）の運用通知の一部を改正
（令和５年９月１４日付け廃対第２９５号）

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例の運用通知の改正



産業廃棄物排出事業者は、県内産業廃棄物の処理を産業
廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者（以下これらを
「処理業者」という。）に委託しようとするときは、規則で定める
ところにより、当該委託しようとする処理業者が当該委託に係
る県内産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認し
なければならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令（昭和四十六年政令第三百号）第六条の九第二号、
第六条の十一第二号、第六条の十三第二号及び第六条の十
四第二号に規定する基準に適合すると認められた者に委託し
ようとするときは、この限りでない。
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適正処理条例第１８条第１項

（処理を委託する場合における確認等）



条例第十八条第一項の規定により規則で定めることとされて
いる県内産業廃棄物の処理を委託する処理業者が当該県内
産業廃棄物を処理する能力を備えていることの確認は次に掲
げる方法により行う。

一 産業廃棄物収集運搬業者に委託しようとするときは、当
該産業廃棄物収集運搬業者の収集運搬車両、機材、容器
及び積替え保管施設を実地に調査し、その結果を記録す
ること。

二 産業廃棄物処分業者に委託しようとするときは、当該産
業廃棄物処分業者の処理施設を実地に調査し、その結果
を記録すること。
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適正処理条例施行規則第９条第１項

（県内産業廃棄物の処理を委託する場合における確認の方法）



産業廃棄物排出事業者は、その排出する産業廃棄
物の運搬又は処分（以下「処理」という。）を処理業者に
委託しようとする場合は、廃棄物処理法第１２条第６項
又は第１２条の２第６項で定める基準によることとされて
いるが、委託契約書の締結など書面による確認だけで
あり、処理能力のない処理業者に委託し、不適正処理
に至っている事例も見られる。このため本項では、産
業廃棄物排出事業者に対し、処理施設の実地調査に
より、委託先の処理能力を確認することを義務付けた
ものである。
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適正処理条例第１８条第１項の趣旨
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適正処理条例第１８条第１項の解釈・運用

確認方法は、規則第９条で規定するとおりである。な
お、同条中の「実地に調査」については、実地に赴か
ずデジタル技術を活用して調査することを含めてよい。
ただし、デジタル技術を活用した調査については、実
地調査の代替手段として認める趣旨であることから、
実地調査と同等の内容を確認する必要があり、電磁
的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認の他、
オンライン会議システム等を用いてリアルタイムで処
理施設の稼働状況や周辺環境の確認を行うこと、情
報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理
体制の聴取を行うことなどが必要となる。

改正箇所：朱書き下線
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改正のポイント

デジタル技術を活用した調査は、あくまで「実地調
査」の代替手段（規則改正はしていないため、実地
調査の原則は変わらない）

採用する場合は、以下の点の確認が必要

①電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の
確認

②オンライン会議システム等を用いてリアルタイム
で処理施設の稼働状況や周辺環境の確認

③情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者
への管理体制の聴取 



10

改正のポイント

処理状況の定期的な確認（条例第１８条第２項）に
ついても同様の考え方

条例第１８条第２項【解釈・運用】

本項の「処理状況の定期的な確認その他の方法」とは、
原則として毎年１回以上委託した産業廃棄物について、
適正処理が行われていることを実地に調査（デジタル技
術を活用した調査を含む。）し、その結果を記録しておく
ことなどをいう。



オンライン申請に関する取り組み
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県ではコロナ禍において接触や密集を避けるため、行政相

談や行政手続のオンライン化など行政のDX推進が喫緊の課

題となっています。

県では、行政手続のオンライン申請について、統一感のある

サービスを県と県内市町村で協力して整備に取り組んでおり、

廃棄物関連分野においても、随時、対応可能なものについて、

オンライン申請の取り組みを進めています。
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オンライン申請の取組みの現状

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等
状況報告
⇒令和３年４月１日から運用開始

県外産業廃棄物搬入届出
⇒来年度から運用開始予定



PCB廃棄物の処理について
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処理対象物 処理施設 処分期間

高濃度PCB廃棄物 変圧器、コンデン
サー等

ＪＥＳＣＯ豊田
事業所

Ｒ４．３．３１

安定器・汚染物
等

ＪＥＳＣＯ北九州事業
所

Ｒ３．３．３１

低濃度ＰＣＢ廃棄物 無害化処理施設 Ｒ９．３．３１

処分期間

終了

PCB廃棄物は定められた期限までに処分しなければな
りません。
期限内の早期処理にご協力をお願いします。
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https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4997.html
〇PCB廃棄物に関する県の情報サイト

〇ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイト（環境省）

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

〇低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト（環境省）
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/4997.html
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/
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清流の国ぎふ憲章  
 ～ 豊かな森と清き水  世界に誇れる 我が清流の国  ～  

 

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、 

知  清流がもたらした自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます 

創  ふるさとの宝ものを磨き活かし、新たな創造と発信に努めます 

伝  清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます 

 
平成２６年１月３１日  「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議  
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